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〇
地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律
第
二
十
五
条
の
規
定
に
基
づ

く
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に
特
に
資
す
る
も
の
と
し
て
主
務
大
臣
が
定
め
る
基
準
等
に
関
す
る
告
示
（
平

成
二
十
九
年
総
務
省
、
財
務
省
、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省
、
環
境
省
告
示
第
一
号
）

最
終
改
正

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

１

地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十

五
条
の
規
定
に
基
づ
く
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に
特
に
資
す
る
も
の
と
し
て
主
務
大
臣
が
定
め
る
基
準
は
、
同
条
に

規
定
す
る
主
務
大
臣
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
（
当
該
承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
を
共
同
し

け
ん

て
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
の
う
ち
、
当
該
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
第
十
四
条
第
一
項

に
規
定
す
る
承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
者
が
行
う
も
の
。
以
下
「
対
象
事
業
」
と
い
う
。
）
が
、
第
一
号
か
ら
第
四
号
の
二

ま
で
（
当
該
対
象
事
業
が
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に
著
し
く
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
当
該
確
認
を
受
け
よ
う
と

す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
と
し
、
当
該
対
象
事
業
が
地
域
の
事
業
者
に
対
し
て
著
し
い
経
済
的
効
果

を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
と
し
て
当
該
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
次
の
各
号
と
す
る
。
）
（
当
該
承
認
地
域
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経
済
牽
引
事
業
を
行
う
者
に
地
方
公
共
団
体
が
含
ま
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
四
号
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す

る
こ
と
と
す
る
。

一

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ

対
象
事
業
を
含
む
承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
（
以
下
「
承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
地
域

に
お
け
る
地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
（
令
和
二
年
総
務
省
・
財
務
省
・
厚
生
労
働
省
・
農

林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
告
示
第
二
号
。
以
下
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
第
一
ト

に
規
定
す
る
評

(3)

価
委
員
会
に
お
い
て
、
先
進
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
こ
と
。

ロ

承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
の
実
施
場
所
が
、
特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別

措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
八
十
五
号
。
以
下
「
特
定
非
常
災
害
特
別
措
置
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
常
災
害
と
し
て
指
定
さ
れ
た
非
常
災
害
（
以
下
「
特
定
非
常
災
害
」
と
い
う
。
）
に
基
因

し
て
事
業
又
は
居
住
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
建
物
又
は
構
築
物
が
所
在
し
て
い
た
区
域
（
対
象
事
業

を
行
う
承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
者
（
以
下
「
対
象
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
当
該
特
定
非
常
災
害
に
基
因
し
て
災
害

対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
九
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
罹
災
証
明
書
又
は
こ
れ
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に
準
ず
る
書
類
の
交
付
を
受
け
た
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
特
定
非
常
災
害
に
つ
い
て
の
特
定
非
常
災
害
特
別
措
置

法
第
七
条
の
政
令
で
定
め
る
地
区
）
内
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
に
係
る
法
第
十
三
条
第
一
項

に
規
定
す
る
地
域
経
済
牽
引
事
業
計
画
の
同
条
第
四
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
（
以
下
「
承
認
」
と
い
う
。

）
を
受
け
た
日
（
以
下
「
計
画
承
認
日
」
と
い
う
。
）
が
、
当
該
特
定
非
常
災
害
に
係
る
特
定
非
常
災
害
特
別
措
置
法

第
二
条
第
一
項
の
特
定
非
常
災
害
発
生
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
て
い
な
い
こ
と
。

一
の
二

承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
に
つ
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ

対
象
事
業
に
係
る
法
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
計
画
（
以
下
「
計
画
」
と
い
う
。
）

に
定
め
ら
れ
た
施
設
又
は
設
備
を
構
成
す
る
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
二
条
第
二
十
三
号
に
規

定
す
る
減
価
償
却
資
産
（
以
下
「
減
価
償
却
資
産
」
と
い
う
。
）
を
事
業
の
用
に
供
し
た
事
業
年
度
か
ら
五
年
間
の
労

働
生
産
性
の
伸
び
率
の
年
平
均
が
百
分
の
四
以
上
と
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

ロ

減
価
償
却
資
産
を
事
業
の
用
に
供
し
た
事
業
年
度
の
翌
事
業
年
度
か
ら
五
年
間
の
投
資
収
益
率
の
年
平
均
が
百
分
の

五
以
上
と
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

二

計
画
承
認
日
以
降
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
を
含
む
事
業
年
度
に
お
い
て
見
込
ま
れ
る
当
該
承
認
地
域
経
済
牽
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引
事
業
に
係
る
商
品
又
は
役
務
の
売
上
高
の
伸
び
率
を
百
分
率
で
表
し
た
値
が
、
零
を
上
回
り
、
か
つ
、
過
去
五
事
業
年

度
に
お
け
る
当
該
商
品
又
は
役
務
に
係
る
市
場
の
規
模
の
伸
び
率
の
実
績
値
を
百
分
率
で
表
し
た
値
を
五
以
上
上
回
る
こ

と
。

三

減
価
償
却
資
産
の
取
得
予
定
価
額
の
合
計
額
が
一
億
円
以
上
で
あ
る
こ
と
。

四

減
価
償
却
資
産
の
取
得
予
定
価
額
が
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
対
象
事
業
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額
の
百
分
の
二
十
五
以
上
の
額
で
あ
る
こ
と
。

イ

ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
者
以
外
の
対
象
事
業
者

当
該
対
象
事
業
者
の
前
事
業
年
度
に
お
け
る
減
価
償
却
費
の
額
（
事

業
年
度
の
期
間
が
一
年
未
満
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
減
価
償
却
費
の
額
を
一
年
当
た
り
の
額
に
換
算
し
た
額

）
ロ

連
結
会
社
（
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
大
蔵
省
令
第
二
十
八

号
）
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
連
結
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
対
象
事
業
者

当
該
対
象
事
業
者
の
前

事
業
年
度
に
お
け
る
減
価
償
却
費
の
額
に
、
同
一
の
連
結
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
他
の
会
社
の
同
条
第
四
十
一
号
に
規
定

す
る
前
連
結
会
計
年
度
に
お
け
る
減
価
償
却
費
の
額
の
合
計
額
を
加
え
て
得
た
額
（
当
該
前
連
結
会
計
年
度
の
期
間
が
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一
年
未
満
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
加
え
て
得
た
額
を
一
年
当
た
り
の
額
に
換
算
し
た
額
）

ハ

外
国
法
人
等
（
外
国
の
法
令
に
準
拠
し
て
設
立
さ
れ
た
法
人
、
外
国
に
主
た
る
事
務
所
を
有
す
る
法
人
そ
の
他
の
団

体
を
い
う
。
）
が
直
接
又
は
間
接
に
有
す
る
対
象
事
業
者
の
議
決
権
の
数
の
当
該
対
象
事
業
者
の
議
決
権
の
総
数
の
う

ち
に
占
め
る
割
合
が
百
分
の
五
十
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
当
該
対
象
事
業
者
（
連
結
会
社
を
除
く
。
）

当
該
対
象

事
業
者
の
前
事
業
年
度
に
お
け
る
減
価
償
却
費
の
額
（
事
業
年
度
の
期
間
が
一
年
未
満
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

該
減
価
償
却
費
の
額
を
一
年
当
た
り
の
額
に
換
算
し
た
額
）
に
、
当
該
外
国
法
人
等
（
そ
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
か

ど
う
か
の
判
定
の
基
礎
と
な
っ
た
者
が
複
数
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
全
て
の
者
）
の
前
事
業
年
度
に
お
け
る
減
価
償
却

費
の
額
（
事
業
年
度
の
期
間
が
一
年
未
満
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
減
価
償
却
費
の
額
を
一
年
当
た
り
の
額
に

換
算
し
た
額
）
の
合
計
額
を
加
え
て
得
た
額

四
の
二

法
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
確
認
に
係
る
申
請
（
以
下
「
確
認
申
請
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
確
認
申
請

に
係
る
対
象
事
業
者
と
同
一
の
者
が
実
施
す
る
他
の
計
画
で
あ
っ
て
、
当
該
確
認
申
請
に
係
る
計
画
と
同
一
の
都
道
府
県

知
事
又
は
主
務
大
臣
が
承
認
し
た
も
の
（
当
該
確
認
申
請
前
に
当
該
他
の
計
画
に
係
る
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地

域
経
済
牽
引
事
業
が
法
第
二
十
五
条
に
基
づ
く
主
務
大
臣
の
確
認
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
以
下
「
旧
計
画
」
と
い
う
。
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）
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

イ

確
認
申
請
時
に
旧
計
画
の
実
施
期
間
が
終
了
し
て
い
る
こ
と
。

ロ

旧
計
画
に
つ
い
て
、
労
働
生
産
性
の
伸
び
率
及
び
投
資
収
益
率
が
一
定
水
準
以
上
で
あ
っ
た
こ
と
。

五

計
画
承
認
日
が
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
以
後
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

イ

次
の

か
ら

ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

(1)

(3)

対
象
事
業
者
の
付
加
価
値
額
増
加
率
（
前
事
業
年
度
の
付
加
価
値
額
（
事
業
年
度
の
期
間
が
一
年
未
満
で
あ
る
場

(1)
合
に
あ
っ
て
は
一
年
当
た
り
の
金
額
に
換
算
し
た
金
額
と
し
、
零
以
下
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
一
円
と
す
る
。
以

下
同
じ
。
）
か
ら
前
々
事
業
年
度
の
付
加
価
値
額
を
控
除
し
た
金
額
の
当
該
前
々
事
業
年
度
の
付
加
価
値
額
に
対
す

る
割
合
を
い
う
。
）
が
百
分
の
八
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
が
一
億
円
以
上
の
付
加
価
値
額

を
創
出
す
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

計
画
承
認
日
が
令
和
五
年
四
月
一
日
以
後
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
対
象
事
業
者
の
平
均
付
加
価
値
額
（
前
事
業

(2)
年
度
及
び
前
々
事
業
年
度
の
付
加
価
値
額
の
年
平
均
を
い
う
。
）
が
五
十
億
円
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
承
認
地
域
経

済
牽
引
事
業
が
三
億
円
以
上
の
付
加
価
値
額
を
創
出
す
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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計
画
承
認
日
が
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
対
象
事
業
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と

(3)
と
も
に
、
承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
が
一
億
円
以
上
の
付
加
価
値
額
を
創
出
す
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、
か

つ
、
減
価
償
却
資
産
の
取
得
予
定
価
額
の
合
計
額
が
十
億
円
以
上
で
あ
る
こ
と
。

指
定
業
種
（
そ
の
承
認
の
際
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
た
法
第
六
条
に
規
定
す
る
同
意
基
本
計
画
（
以
下
「
同

(ⅰ)
意
基
本
計
画
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
及
び
同
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県

が
基
本
方
針
第
一
ハ
に
基
づ
き
指
定
し
た
業
種
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
こ
と
。

対
象
事
業
の
特
定
取
引
先
（
当
該
対
象
事
業
に
関
す
る
直
接
の
取
引
先
で
あ
っ
て
当
該
対
象
事
業
の
出
荷
額
又

(ⅱ)
は
仕
入
額
の
う
ち
に
当
該
取
引
先
に
対
す
る
出
荷
額
又
は
当
該
取
引
先
か
ら
の
仕
入
額
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の

五
十
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
当
該
取
引
先
を
い
う
。
）
の
行
う
対
象
事
業
者
か
ら
の
仕
入
れ
（
当
該
対
象
事
業

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
対
象
事
業
者
に
対
す
る
出
荷
（
当
該
対
象
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る

事
業
（
当
該
対
象
事
業
に
係
る
承
認
の
際
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
た
同
意
基
本
計
画
の
法
第
四
条
第
二
項
第
一

号
に
規
定
す
る
促
進
区
域
内
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
指
定
業
種
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
に
つ
い
て
、
減
価
償
却
資
産
を
事
業
の
用
に
供
し
た
事
業
年
度
か
ら
五
年
間
の
労
働
生
産
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性
の
伸
び
率
の
年
平
均
が
百
分
の
五
以
上
（
計
画
承
認
日
が
新
た
な
事
業
の
創
出
及
び
産
業
へ
の
投
資
を
促
進
す
る

た
め
の
産
業
競
争
力
強
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
四
十
五
号
。
以
下
「
改
正
産
業
競
争

力
強
化
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
前
で
あ
る
場
合
又
は
対
象
事
業
者
が
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
中
小
企

業
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
百
分
の
四
以
上
）
と
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

ハ

承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
に
つ
い
て
、
減
価
償
却
資
産
を
事
業
の
用
に
供
し
た
事
業
年
度
の
翌
事
業
年
度
か
ら
五
年

間
の
投
資
収
益
率
の
年
平
均
が
百
分
の
五
以
上
と
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

ニ

第
一
号
イ
に
該
当
す
る
こ
と
。

六

計
画
承
認
日
が
改
正
産
業
競
争
力
強
化
法
の
施
行
の
日
以
後
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る

こ
と
。

イ

対
象
事
業
者
が
産
業
競
争
力
強
化
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
八
号
）
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

特
定
中
堅
企
業
者
（
事
業
再
編
の
実
施
に
関
す
る
指
針
（
平
成
二
十
六
年
財
務
省
、
経
済
産
業
省
告
示
第
一
号
。
以
下

「
実
施
指
針
」
と
い
う
。
）
六
ル
に
規
定
す
る
評
価
委
員
会
に
お
い
て
実
施
指
針
五
イ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る

(3)
（ⅰ）

（ⅲ）

観
点
か
ら
十
分
な
経
営
能
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
て
い
る
者
に
限
る
。
）
で
あ
る
こ
と
。
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ロ

前
号
イ

及
び

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

(1)

(2)

ハ

減
価
償
却
資
産
の
取
得
予
定
価
額
の
合
計
額
が
十
億
円
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ニ

対
象
事
業
者
が
受
託
中
小
企
業
振
興
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
中

小
受
託
事
業
者
そ
の
他
の
取
引
先
と
の
適
切
な
関
係
の
構
築
の
方
針
を
宣
言
し
て
い
る
こ
と
。

２

主
務
大
臣
は
、
承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
者
（
承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
を
共
同
し
て
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
法
第
十

三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
代
表
者
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
確
認
申
請
を
受
け
た
場
合
で
あ
っ
て
、
対
象
事
業
が
前
項
の
基
準

に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
者
に
対
し
、
様
式
に
よ
る
確
認
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す

る
。

（
備
考
）

こ
の
告
示
に
お
け
る
付
加
価
値
額
、
労
働
生
産
性
及
び
投
資
収
益
率
の
計
算
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

１

付
加
価
値
額
の
計
算
方
法

売
上
高
－
費
用
総
額

（売
上
原
価
の
額
並
び
に
販
売
費
及
び
一
般
管
理
費
の
額
を
合
計
し
た
金
額
を
い
う

。

）＋
給
与
総
額

＋
租
税
公
課
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２

労
働
生
産
性
の
計
算
方
法

付
加
価
値
額
／
労
働
者
数

３

投
資
収
益
率
の
計
算
方
法

（営
業
利
益
＋
減
価
償
却
費

）の
増
加
額
／
減
価
償
却
資
産
の
取
得
予
定
価
額

附

則

（
平
成
三
一
年
三
月
二
九
日
総
務
省
、
財
務
省
、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、
国
土
交
通

省
、
環
境
省
告
示
第
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
（
第
一
項
第
一
号
ロ
の
規
定
を
除
く
。
）
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
以
後
に
地
域

経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
第
四
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ

る
承
認
を
受
け
る
者
が
当
該
承
認
に
係
る
同
法
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
計
画
に
記
載
さ
れ

た
同
法
第
十
七
条
に
規
定
す
る
承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
に
つ
い
て
同
法
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
受
け
る
確
認
に
つ
い
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て
適
用
し
、
同
日
前
に
同
法
第
十
三
条
第
四
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
者
が
当
該
承
認
に
係
る
同
法
第

十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
計
画
に
記
載
さ
れ
た
同
法
第
十
七
条
に
規
定
す
る
承
認
地
域
経
済
牽

引
事
業
に
つ
い
て
同
法
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
受
け
る
確
認
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附

則

（
令
和
二
年
九
月
十
六
日
総
務
省
、
財
務
省
、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省

、
環
境
省
告
示
第
一
号
）

こ
の
告
示
は
、
中
小
企
業
の
事
業
承
継
の
促
進
の
た
め
の
中
小
企
業
に
お
け
る
経
営
の
承
継
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

（
令
和
三
年
三
月
三
一
日
総
務
省
、
財
務
省
、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省

、
環
境
省
告
示
第
一
号
）

こ
の
告
示
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

（
令
和
五
年
三
月
三
一
日
総
務
省
、
財
務
省
、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省

、
環
境
省
告
示
第
一
号
）

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附

則

（
令
和
七
年
三
月
三
一
日
総
務
省
、
財
務
省
、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省

、
環
境
省
告
示
第
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
に
地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成

長
発
展
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
第
四
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
る
者
が
当
該
承
認
に
係

る
同
法
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
計
画
に
記
載
さ
れ
た
同
法
第
十
八
条
に
規
定
す
る
承
認

地
域
経
済
牽
引
事
業
に
つ
い
て
同
法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
受
け
る
確
認
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
同
法
第
十

三
条
第
四
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
者
が
当
該
承
認
に
係
る
同
法
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
承

認
地
域
経
済
牽
引
事
業
計
画
に
記
載
さ
れ
た
同
法
第
十
八
条
に
規
定
す
る
承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
に
つ
い
て
同
法
第
二

十
五
条
の
規
定
に
よ
り
受
け
る
確
認
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附

則
（
令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日
総
務
省
、
財
務
省
、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
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省
、
環
境
省
告
示
第
二
号
）

こ
の
告
示
は
、
下
請
代
金
支
払
遅
延
等
防
止
法
及
び
下
請
中
小
企
業
振
興
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和

八
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


